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１ 我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防

衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守ると

の基本方針を堅持してきた。また、我が国は、国際連合憲章を遵守しながら、国

際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与

している。こうした我が国の平和国家としての歩みは、これをより確固たるもの

にしなければならない。 

 

我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすた

めには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しか

つ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国

際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決

を図らなければならない。 

 

その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り

抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和

と安全にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能と

する国内法制を整備しなければならない。 

 

２ このような認識は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保

障法制の整備について」（平成 26 年７月１日閣議決定）において示されたとおり

であり、政府は、同閣議決定に基づいて検討を進めた結果、我が国及び国際社会

の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国

際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援

活動等に関する法律案を平成 27 年５月 14 日に閣議決定し、国会に提出し審議を

お願いしたところである。 

 

３ その結果、平成 27年９月 16日に、自由民主党、公明党、日本を元気にする会、

次世代の党及び新党改革の５党により、別添の「平和安全法制についての合意書」

が合意され、同月 17日、参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別

委員会において、同合意書の内容が附帯決議として議決された上で、同月 19 日、

参議院本会議において可決成立した。 

 

４ 政府は、本法律の施行に当たっては、上記３の５党合意の趣旨を尊重し、適切

に対処するものとする。 


